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（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
三
十
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
旧
家
事
審
判
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
判
（
同
条
第

五
項
の
裁
判
を
含
む
。）及
び
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
さ
れ
る
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
旧
家
事
審
判
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
判
（
同
条
第
五
項
の
裁
判
を
含
む
。）に
関
す
る
後

見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
登
記
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の
特
定
調
停
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
一
条

特
定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の
特
定
調
停
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
職
権
で
」
を
加
え
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

第
七
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条

削
除

第
二
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条

削
除

（
特
定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た
め
の
特
定
調
停
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
三
十
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
申
し
立
て
ら
れ
た
特
定
調
停
に
係
る
事
件
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
弁
理
士
法
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
三
条

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
二
条
の
五
第
四
項
を
削
る
。

第
五
十
三
条
の
三
中
「
第
八
百
七
十
条
（
第
十
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を
「
第
八
百
七
十
条
第
二
項
（
第

五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
八
百
七
十
条
の
二
」
に
、「
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を
「
第
五
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。）、
第
八
百
七
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び

第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
百
七
十
条
（
第
十
三
号
」
を
「
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
十
号
」に
、

「
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
」
を
「
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
四
条

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
家
事
審
判
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）」を
「
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
五
十
二
号
）」に
改
め
る
。

（
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
五
条

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
の
四
第
五
項
中
「
第
二
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
六
条

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
中
「
第
八
百
七
十
条
（
第
十
号
」
を
「
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
七
条
第
三
項
中
「
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
百
四
十
二
条
」
を
「
非

訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
条
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
八
条
第
二
項
の
表
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
項
及
び
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
の
表
第
百
五
十
九
条

第
一
項
の
項
中
「
第
百
四
十
二
条
」
を
「
第
百
条
」
に
改
め
る
。

（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
三
十
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
二
百
二
十
七
条
第
三
項
、

第
二
百
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
非
訟
事
件
手
続
法
第
百

四
十
二
条
に
規
定
す
る
公
示
催
告
手
続
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
も
の
を
含
む
。）を
新
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
条
に
規
定
す
る
公
示
催
告
手
続
と
み
な
す
。

（
農
林
中
央
金
庫
法
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
八
条

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
三
第
五
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
六
項
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
中
「
第
八
百
七
十
条
（
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を
「
第
八
百
七
十
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
八
百
七
十
条
の

二
」
に
、「
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を
「
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
八
百
七
十
二
条
の
二
」
に
改

め
る
。

第
九
十
五
条
中
「
第
八
百
七
十
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
八
百
七
十
条
第
一
項（
第
一
号
及
び
第
二
号
」

に
改
め
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
九
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
の
五
を
削
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
前
三
条
」
を
「
前
二
条
」
に
、「
第
四
十
二
条
の
四
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

（
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
条

株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
五
項
中
「
第
八
百
七
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を「
第
八
百
七
十
条
第
二
項（
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
八
百
七
十
条
の
二
」
に
、「
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を
「
第
五
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。）、
第
八
百
七
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

（
人
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
一
条

人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
家
事
審
判
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
家
事
事
件
手
続
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
百
五
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
除
斥
）

第
三
十
四
条
の
二

民
事
訴
訟
法
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
五
条
（
忌
避
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
は
、
家

庭
裁
判
所
調
査
官
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

家
庭
裁
判
所
調
査
官
に
つ
い
て
除
斥
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
家
庭
裁
判
所
調
査
官
は
、
そ
の
申
立

て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
そ
の
申
立
て
が
あ
っ
た
事
件
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
条

削
除

（
人
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
四
十
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
家
事
審
判
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
立
て
ら
れ
た
調
停
に

係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
家
事
事
件
手
続
法
第
二
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
立
て
ら
れ
た
調
停
に
係

る
事
件
と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
訴
訟
法
第
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
訴
訟
法

第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
申
出
が
あ
っ
た
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
人
事
訴
訟
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
金
銭

の
寄
託
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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